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若者・女性に選ばれる働き続けたい職場づくり推進事業実施業務委託に係る公募型プロポーザル

を次のとおり実施します。 

 

令和８年２月26日 

 

盛岡市長 内 舘   茂 

 

 

１ 業務の概要 

(1) 名称 

若者・女性に選ばれる働き続けたい職場づくり推進事業実施業務委託 

(2) 業務の目的及び委託業務内容 

  別紙「仕様書」のとおり。 

(3) 業務委託期間 

契約締結日から令和９年３月15日まで 

(4) 発注者 

盛岡市 

(5) 担当課 

市民部市民協働推進課男女共同参画推進室 

商工労働部経済企画課 

(6) 提案上限額 

   6,000,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。) 

 

２ 提案者の資格要件 

次に掲げる要件を満たす法人及びその他の団体とします。 

(1) 日本国内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有し、本業務の実施につい

て、必要に応じて盛岡市に訪問可能なこと。 

(2）法人及びその他の団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４第１項に該当する者 

イ 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準による指名停止を現に受けている者 

ウ 国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者並びに盛岡市に納付すべ

き市税を滞納している者 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがある
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者 

オ 法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）又は営業所等の代表者、その他の団体の

場合は団体の代表者、理事等（法人の場合の役員又は営業所等の代表者と同様の責任を有す

る者を含む。）のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）又は

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がある者 

カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配する

者 

キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をその業務に従事させ、又

はその業務の補助者として使用する者 

 

３ 提出書類及び提出期限 

  提出書類は次のとおりですが、申込書類（資格審査に用いるもの）と提案書類（提案内容審査

に用いるもの）は、それぞれ提出期限が異なりますので御留意ください。 

 (1) 申込書類                                              【提出期限：３月12日(木)】 

申込書類 部数 

ア 提案申込書（様式第１号） １部 

イ 提案資格を有していることを証明する次の書類 

(ｱ) 履歴事項全部証明書（直近６か月以内のもの）の写し（法人のみ） 

(ｲ) 定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、代表者の決定、総会等

の運営、財産の管理等の定めがある書類）の写し 

(ｳ) 国に納付すべき「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書

（その３の３） 

(ｴ) 盛岡市が保有する税情報及び住民基本台帳の記録の照会・確認すること

の同意書（様式第２号） 

※ (ｳ)及び(ｴ)については、直近（納付期限が到来しているものを指す。）の国税

又は市民税等の納税義務がない場合、その理由を記載した申立書（様式第３号）

を提出してください。 

※ 現に盛岡市の入札参加資格者等名簿に登録されている法人及びその他の団体に

ついては、イの書類提出を不要とします。 

各１部 

ウ 申請する団体の役員等名簿（様式第４号） 

※ 現に盛岡市の入札参加資格者等名簿に登録されている法人及びその他の団体に

ついては、ウの書類提出を不要とします。 

１部 
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 （グループで申し込む場合は、上記ア～ウに加えて下記エ～カの書類を提出してください。） 

   申込書類（グループで申し込む場合） 部数 

エ グループ申請構成書（様式第１－２号） １部 

オ グループの代表者、代表権限、意思決定の手続等グループの組織に関する取

決めを記載した書類 

６部 

カ グループを構成するすべての法人及びその他の団体ごとに上記イ及びウの

書類 

それぞれ 

イ及びウの

とおり。 

(2) 提案書類                         【提出期限：３月 17日(火)】 

提案書類 部数 

キ 企画提案書（様式第５号） ６部 

ク 事業予算書（様式第６号） ６部 

ケ 実績調書（様式第７号） 

※ 官公庁又は民間における類似業務等の契約実績を記載してください。 

６部 

コ 設立趣旨、事業内容のパンフレット等、提案者の概要が分かるもの ６部 

 （グループで申し込む場合は、上記キ～コに加えて下記サの書類を提出してください。） 

  提案書類（グループで申し込む場合） 部数 

サ グループを構成するすべての法人及びその他の団体ごとに上記ケ及びコの

書類 

それぞれ 

ケ及びコの 

とおり。 

 

４ 提出書類の受付 

(1) 受付期限 

 ア 申込書類 令和８年３月12日(木) 午後５時必着 

 イ 提案書類 令和８年３月17日(火) 午後５時必着 

 (2) 提出先 

〒020-8531 盛岡市若園町２番18号 盛岡市役所若園町分庁舎２階 

盛岡市商工労働部経済企画課 

(3) 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留） 

   ※ 持参の場合、受付時間は土曜・日曜・祝日を除く午前９時から午後５時まで 

 

５ 質問の受付及び回答 

公募に関する質問を次のとおり受け付けます。 
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(1) 質問受付期限 

令和８年３月５日(木) 午後５時 

(2) 質問の提出方法 

質問票（様式Ａ）に必要事項を記入の上、電子メールで提出願います。口頭及び質問票によ

らない質問は受け付けません。 

(3) 質問票提出先 

「８ 問合せ先」に記載の電子メールアドレス宛て提出してください。 

なお、電子メール送信の際は、件名を「公募型プロポーザルに係る質問【若者・女性に選

ばれる働き続けたい職場づくり推進事業実施業務委託】」としてください。 

(4) 質問に対する回答の公表  

令和８年３月９日(月)に盛岡市ホームページへ掲載し、公表します。ただし、審査に影響し

ない軽微な質問については、当該質問者のみに回答する場合があります。 

 

６ 提案書類の審査 

(1) 審査方法 

  ア 一次審査（書類審査） 

    参加者が３者以下の場合は、資格要件の審査のみ行います。参加者が４者以上の場合は企

画提案書等による書類審査を実施し、３者以内に選考します。 

イ 二次審査（プレゼンテーション等による審査） 

    参加者によるプレゼンテーション及びプレゼンテーションに対する審査員からのヒアリン

グにより、審査を行います。プレゼンテーション及びヒアリングの時間は、１者当たり40分

（プレゼンテーション20分程度、ヒアリング20分程度）とします。 

※ プレゼンテーションの実施に当たっては、パソコン及びメディアの使用を認めます

が、これらの機材は参加者が準備することを原則とし、事前に市に連絡することとしま

す。また、一次審査で提出したもの以外に追加資料等の配布は認めません。 

※ プレゼンテーションの順番については、 企画提案書提出の受付順とします。 

(2) 審査基準 

次に掲げる項目等を総合的に勘案し、評価の高い者を選定します。 

なお、審査基準の詳細は、「若者・女性に選ばれる働き続けたい職場づくり推進事業実施業

務委託プロポーザル審査要領」を確認してください。 

ア 業務目的の理解 

 イ 企画提案内容 

 ウ 業務遂行能力 

 エ 費用 
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(3) 審査結果 

審査結果は、提案者に対して速やかに通知するとともに、盛岡市ホームページへ掲載し、公

表します。 

(4) 公募・審査日程（予定） 

 ア 公募の開始    令和８年２月26日(木) 

イ 質問票の受付期限    令和８年３月５日(木)午後５時必着 

ウ 申込書類の受付期限   令和８年３月12日(木)午後５時必着 

エ 提案書類の受付期限   令和８年３月17日(火)午後５時必着 

オ 一次審査の実施     令和８年３月18日(水)～３月19日(木)※予定 

カ 二次審査の実施     令和８年３月27日(金)※予定 

二次審査の日時・場所等の詳細は、一次審査による上位３位

までの提案者に対し、別途通知します。 

キ 審査結果の通知・公表  令和８年３月30日(月)※予定 

ク 契約締結        令和８年４月中旬頃※予定 

 

７ その他、提案に係る留意事項 

(1) 提案に関して必要となる費用は、すべて提案者の負担とします。 

(2) 提出された書類は、原則として返却しません。 

  なお、提出された書類は、盛岡市情報公開条例に基づき開示等を実施する場合があります。 

(3) 本プロポーザルに関する説明会は開催しません。 

(4) 公募資料等のデータは盛岡市ホームページからダウンロードしてください。 

(5) 提出された書類の内容について、関係機関に照会する場合があります。 

(6) 選定後の契約方法等について、次のとおり御留意願います。 

ア 契約は、随意契約とし、第１順位者から見積書を徴収して契約書を作成します。  

イ 契約の内容となる仕様書は、別紙仕様書及び第１順位者が提出した企画提案書等を基に作

成しますが、本事業の目的達成のために必要と認められる場合には、発注者と第１順位者と

の協議により提案内容を一部変更した上で、仕様書を作成することがあります。この場合に

おいて、第１順位者との協議が整わなかった場合は、順次、補欠順位の上位者と協議を行う

ものとします。 

(7）今後の社会情勢、天災等の影響又はその他不可効力等により、本プロポーザルの日程及び選 

考方法等の必要な項目を変更する場合があります。また、本プロポーザルは、市の令和８年度

一般会計当初予算の成立及び国（内閣府）の「地域未来交付金（地域未来推進型）」の交付決

定を経て実施するものであり、予算成立や交付決定の状況に応じて事業の中止や内容を変更す

る等の措置を講じることがありますので御留意ください。この変更に伴い、提案者に損害が生
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じた場合にあっても、市ではその損害について一切負担しませんので御了承願います。 

 

８ 問合せ先 

  盛岡市商工労働部経済企画課企画雇用係 

  住所：〒020-8531 盛岡市若園町２番 18号 盛岡市役所若園町分庁舎２階 

電話番号：019-613-8298（直通） 

電子メールアドレス：keizai@city.morioka.iwate.jp  

 

 


